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令和７年第３回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会議事日程 

令和７年９月２９日（月）午後１時５４分開会 

 

１ 開会挨拶（議長、管理者） 

２ 開 会 宣 告 

３ 開 議 宣 告 

 日程第１ 会議録署名議員の指名（３番議員 宗實雅典、９番議員 出原賢治） 

 日程第２ 会期の決定（９月２９日（月）１日間） 

 日程第３ 議案第７号 工事請負変更契約の締結について 

 日程第４ 認定第１号 令和６年度揖龍保健衛生施設事務組合一般会計歳入歳出決

算認定について 

      認定第２号 令和６年度揖龍保健衛生施設事務組合休日夜間急病センタ

ー特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第５ 一般質問 

４ 閉 会 宣 告 

５ 閉会挨拶（議長、管理者） 
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会議に出席した議員 

        

      １番 楠   明 廣      ２番 船 引 宗 俊 

      ３番 宗 實 雅 典      ４番 和 田 美 奈 

      ５番 三 木 浩 一      ６番 肥 塚 康 子 

      ７番 畑 山 剛 一      ８番 中 薮 清 志 

      ９番 出 原 賢 治     １０番 松 浦 崇 志 

 

会議に欠席した議員 

 

な  し 

 

 

 

議事に関係した事務局職員 

 

      事 務 局 長  神 尾 俊 輝 

      総 務 課 長  田 淵 寿 哉 

      総務課副主幹  嶋 津   裕 

      総 務 課 係 長  橋 本 敏 弘 

 

 

地方自治法第１２１条の規定による出席者 

 

    管  理  者 （たつの 市 長）  山 本   実 

    副 管 理 者 （太 子 町 長）  沖 汐 守 彦 

    代表監査委員            岸 田 信 行 

    会 計 管 理 者            冨 井 静 也 

    事 務 局 長            神 尾 俊 輝 

    総 務 課 長            田 淵 寿 哉 

    環境業務課長            小 林 久 修 

    衛生業務課長            黒 田 規 文 

                      河 原 直 也 

                      角 南 博 之 

         

たつの市市民生活部 
環 境 課 長 
太子町生活福祉部 
生活環境課長 
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開 会 挨 拶 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 それでは、開会に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 ここ最近は朝晩も涼しく、日中も幾分か過ごしやすくなってまいりました。 

 こうした中、議員各位には、ご健勝にてご参集賜り、本日ここに令和７年第３回揖

龍保健衛生施設事務組合議会定例会が開会の運びとなりましたことは、誠にご同慶に

堪えない次第でございます。 

 さて、今期定例会には、既にお手元に配付いたしておりますとおり、工事請負変更

契約及び令和６年度各会計決算認定の案件が提出されております。 

 いずれも重要な案件でありますので、議員各位におかれましては、慎重にご審議い

ただき、適切、妥当なる決定を賜りますようお願い申し上げます。 

 また、議事運営につきましても、議員各位の格段のご協力を賜りますようお願い申

し上げまして、開会の挨拶といたします。 

 はい、管理者。 

 

○管理者（山本 実君） 

 開会に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 暑さもようやく一段落し、季節は徐々に秋へと移り変わってまいりました。 

 本日ここに令和７年第３回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会を招集いたしまし

たところ、議員各位におかれましては、ご健勝にてご出席を賜り、開会されますこと

に対しまして、厚く御礼を申し上げます。 

 さて、今期定例会でご審議をお願いいたします案件は、工事請負変更契約案件１

件、令和６年度の各会計決算認定２件の合計３件を提出いたしております。 

 議員各位におかれましては、何とぞ慎重なご審議をいただきまして、全議案につき

まして原案のとおりご賛同賜りますようお願い申し上げまして、開会のご挨拶とさせ

ていただきます。 

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

開 会 宣 告 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ただいまより、令和７年第３回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会を開会いたし

ます。 
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開 議 宣 告 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 これより本日の会議を開きます。 

 この際、ご報告いたします。 

 監査委員より、地方自治法第２３５条の２第１項の規定により実施した例月出納検

査の結果報告が２件提出されており、その写しを配付いたしておりますので、ご清覧

願います。 

 次に、本日の出席議員数及び地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席し

た者の職氏名について、事務局長から報告いたします。 

 はい、事務局長。 

 

○事務局長（神尾俊輝君） 

 命により、ご報告申し上げます。 

 まず、本日の出席議員数についてでありますが、本日ただいまの出席議員数は１０

名全員であります。 

 次に、地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名について

でありますが、お手元に配付いたしております名簿のとおりでありますので、ご清覧

願います。 

 以上でございます。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 以上で報告を終わります。 

 これより日程に入ります。 

 

 

～日程第１ 会議録署名議員の指名～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第８２条の規定により、議長において、

３番宗實雅典議員、９番出原賢治議員を指名いたします。 

 両議員、よろしくお願いいたします。 
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○３番（宗實雅典議員） 

 はい。 

 

○９番（出原賢治議員） 

 はい。 

 

 

～日程第２ 会期の決定～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、本日９月２９日の１日間といたしたいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日９月２９日の１日間と決しました。 

 

 

～日程第３ 議案第７号～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 次に、日程第３、議案第７号 工事請負変更契約の締結についてを議題といたしま

す。 

 これより上程議案に対する説明を求めます。 

 はい、事務局長。 

 

○事務局長（神尾俊輝君） 

 ただいま議題となりました議案第７号、工事請負変更契約の締結につきまして、提

案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。 

 本議案につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す
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る条例第２条の規定に基づき提案するものでございます。 

 工事概要につきましては、参考資料を添付いたしておりますので、ご清覧願いま

す。 

 本件は、令和７年５月の第２回組合議会臨時会におきまして議決をいただき、石

本・伊保川土木特別共同企業体と８億７０万７，６００円で契約いたしました揖龍地

域新エネルギー回収型廃棄物処理施設造成工事でございます。 

 このたびの変更契約に至る経緯でございますが、掘削工事に伴う残土の受入地とし

て指定をしておりました姫路港網干沖地区土砂埋立処分場の受入れ条件の見直しによ

り、根混じりの土の受入れが不可となったことから、根混じり土の処分地を変更する

ものでございます。 

 このたびの変更は、当初契約額８億７０万７，６００円に、変更契約金額として

１，８３９万５，３００円を増額しようとするものでございます。 

 以上で議案第７号の提案説明を終わらせていただきますが、何とぞ慎重ご審議の

上、原案のとおり可決賜りますようお願い申し上げます。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 上程議案に対する説明は終わりました。 

 これより上程議案に対する質疑に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご発言がないので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご発言がないので、討論を終結し、直ちに表決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 上程中の議案第７号は原案のとおり可決することに決して、ご異議ございません

か。 
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（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

 

 

～日程第４ 認定第１号及び認定第２号～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 次に、日程第４、認定第１号 令和６年度揖龍保健衛生施設事務組合一般会計歳入

歳出決算認定について及び認定第２号 令和６年度揖龍保健衛生施設事務組合休日夜

間急病センター特別会計歳入歳出決算認定についての２件を一括議題といたします。 

 これより上程議案に対する説明を求めます。 

 はい、事務局長。 

 

○事務局長（神尾俊輝君） 

 ただいま議題となりました認定第１号及び認定第２号、令和６年度揖龍保健衛生施

設事務組合一般会計及び休日夜間急病センター特別会計歳入歳出決算認定につきまし

て、その概要をご説明申し上げます。 

 まず初めに、一般会計における決算状況でございますが、決算書９ページをお開き

願います。 

 歳入決算額は１９億１９４万８，２７２円となっており、決算書１１ページの歳出

決算額は１８億２，００６万５，２３６円で、歳入歳出差引額は８，１８８万３，０

３６円となっております。 

 次に、歳出からご説明申し上げますので、決算書１８ページをお開き願います。 

 第１款議会費、第１項議会費、第１目議会費でございますが、予算現額２２１万

９，０００円に対し、支出済額は１７０万４，１１２円となっており、その主な内容

といたしましては、報酬、行政視察等の議員活動事業費及び一般事務経費でございま

す。 

 次に、第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費でございますが、予算

現額２億１，３２２万５，０００円に対し、支出済額は２億８９６万１，４９７円と

なっており、その主な内容といたしましては、第２節給料及び第３節職員手当等で

は、組合職員２０名分の給料及び各種手当で、第４節共済費では、兵庫県市町村職員

共済組合負担金で。 
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 次ページをお開き願い、第１２節委託料では、財務会計及び給与計算の電算機器保

守点検委託料で、第１３節使用料及び賃借料では、財務会計給与計算システム及び電

話機の借り上げ料で、第１８節負担金補助及び交付金では、退職手当組合負担金及び

派遣職員４名分の人件費でございます。 

 次に、第３目基金費では、２，６４９万２，０００円を財政調整基金、ごみ処理施

設整備基金及び退職手当引当準備基金に、それぞれ積み立てたものでございます。 

 次に、第２項監査委員費、第１目監査委員費でございますが、予算現額１５万４，

０００円に対し、支出済額は１５万３，４００円となっており、その主な内容といた

しましては、議員報酬でございます。 

 次に、次ページをお開き願い、第３款衛生費、第１項保健衛生費、第１目環境衛生

費でございますが、予算現額６，８７６万３，０００円に対し、支出済額は６，７６

９万２，７０３円となっており、その主な内容といたしましては、第１節報酬では、

会計年度任用職員１名分の報酬で、第１０節需用費では、火葬の主燃料である灯油、

電気代及び機器整備費などに１，７２０万６，１００円を支出したもので、第１２節

委託料では、火葬炉等管理及び清掃管理業務委託などに３，９７９万６，５０７円を

支出したもので、第１４節工事請負費では、火葬炉耐火材等修繕に６７１万円を支出

したものでございます。 

 次に、次ページをお開き願い、第２項清掃費、第１目施設整備費でございますが、

予算現額３，３５０万８，０００円に対し、支出済額は３，１０１万４，８７９円と

なっており、その主な内容といたしましては、第１２節委託料で、新ごみ処理施設整

備の事前業務委託などに２，８６３万８００円を支出したものでございます。 

 次に、第２目塵芥処理費でございますが、予算現額１４億６，９０７万５，０００

円に対し、支出済額は１３億９，９２７万５，４１１円となっており、その主な内容

といたしましては、第１節報酬及び第３節職員手当等では、会計年度任用職員１３名

分の報酬及び期末手当で、第１０節需用費では、３億９，４６９万６，７４２円を支

出したもので、その主な内訳といたしましては、ごみ処理薬品に５，１６２万１，４

０２円、コークス、石灰石の副資材に１億２，８５７万１，７４４円、炉前消耗品に

３，０７４万２，１４０円、灯油等に３，１３０万７，１００円、及び電気代に１億

１，９０３万９，９９２円で。 

 次ページをお開き願い、第１２節委託料では、９億５，２０９万６，４５６円を支

出したもので、その主な内訳といたしましては、一般廃棄物収集運搬委託に３億６，

６８５万４，４０４円、操業委託に２億２，６６０万円、定期保守点検整備委託に２

億９，９２０万円、集じん灰最終処分委託に１，３３１万１５４円、資源化設備内選

別業務委託に１，２９３万５，８０１円、及び雑草等処理委託に１，６８９万９，０

８０円で、第１７節備品購入費では、普通貨物車などの購入費でございます。 
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 次に、次ページをお開き願い、第３目し尿処理費でございますが、予算現額５，４

４８万５，０００円に対し、支出済額は４，８９２万３，５５７円となっており、そ

の主な内容といたしましては、第１節報酬及び第３節職員手当等では、会計年度任用

職員３名分の報酬及び期末手当で、第１０節需用費では、電気及び上下水道代などに

２，０３７万２，２６２円を支出したもので、第１２節委託料では、し尿収集運搬委

託及び前処理設備分解整備委託などに２，０２６万２，５３８円を支出したものでご

ざいます。 

 次に、次ページをお開き願い、第４款公債費、第１項公債費、第１目元金及び第２

目利子では、一般廃棄物処理事業債の償還元金及び利子でございます。 

 次に、第５款予備費につきましては、充用はございません。 

 以上が、歳出の主な内容でございます。 

 次に、歳入の主な内容につきましてご説明申し上げますので、決算書１２ページへ

お戻りください。 

 第１款分担金及び負担金、第１項分担金、第１目事務組合分担金では、収入済額１

４億６，５７３万５，０００円で、組合運営、塵芥処理及び収集運搬経費など、条例

に基づく市町分賦金として、構成市町であります、たつの市及び太子町から受け入れ

たものでございます。 

 次に、第２款使用料及び手数料、第１項使用料、第１目衛生使用料、第１節火葬場

使用料では、収入済額３，１４５万４，６００円でございます。 

 次に、第２項手数料、第１目衛生手数料、第１節塵芥処理手数料では、収入済額１

億４，８５０万９，９５０円で、第２節し尿処理手数料では、収入済額１，８５９万

８，９４０円でございます。 

 次に、第３款財産収入、第１項財産運用収入、第１目利子及び配当金では、収入済

額１１８万４，５０１円で、財政調整及びごみ処理施設整備基金などの利子収入でご

ざいます。 

 次に、次ページをお開き願い、第４款繰入金、第１項繰入金、第１目基金繰入金で

は、備考欄に記載のとおり、財政調整基金から１億２，０２１万２，０００円を、ご

み処理施設整備基金から１，４２６万８，０００円を繰り入れたものでございます。 

 次に、第５款繰越金、第１項繰越金、第１目繰越金は、令和５年度からの繰越金で

ございます。 

 次に、第６款諸収入、第２項受託事業収入、第１目衛生費受託事業収入では、収入

済額２１０万６，８３０円で、地域外からの塵芥処理及び、にしはりまクリーンセン

ターからの不燃残渣処理受託事業分として収入したものでございます。 

 次に、第３項雑入、第１目雑入では、収入済額３，７０２万１，２８６円で、その

主な内訳といたしましては、備考欄に記載のとおり、スチール、アルミ缶、ペットボ



- 10 - 

トル及び雑鉄等の資源化物売払収入として、２，２０１万３８４円、公益財団法人日

本容器包装リサイクル協会から、ペットボトル等を売払いしました分配金として、７

０２万９，５２５円、並びにごみ収集袋販売収入として、６８２万１７６円などでご

ざいます。 

 次に、次ページをお開き願い、第７款国庫支出金、第１項国庫補助金、第１目衛生

費国庫補助金では、収入済額７７４万円で、エネルギー回収型廃棄物処理施設整備に

関する計画支援事業として、循環型社会形成推進交付金を受け入れたものでございま

す。 

 次に、第８款組合債、第１項組合債、第１目組合債では、収入済額１，５００万円

で、エネルギー回収型廃棄物処理施設整備事業、施設整備に関する計画支援事業、及

び揖龍クリーンセンター普通貨物車更新事業に係る一般廃棄物処理事業債として借り

入れたものでございます。 

 以上が、歳入の主な内容でございます。 

 次に、決算書３２ページをお開き願います。 

 実質収支に関する調書でございますが、歳入歳出差引額８，１８８万３，０００円

で、実質収支額も同額でございます。 

 次に、決算書３４ページをお開き願います。 

 財産に関する調書でございますが、１の公有財産、土地及び建物につきましては、

決算年度中、普通財産のうち、雑種地２筆を売却したことにより、５０平方メートル

減となっております。 

 次に、次ページをお開き願い、２の物品につきましては、決算年度中の増減はござ

いませんが、普通貨物車１台の更新、廃棄をしております。 

 次に、３の基金でございますが、令和７年３月３１日現在高は、財政調整基金が２

億１，６６５万６，０００円、ごみ処理施設整備基金が４億７，３７９万７，０００

円、及び退職手当引当準備基金が１，５７６万４，０００円となっております。 

 以上で一般会計決算の概要説明を終わりまして、次に休日夜間急病センター特別会

計につきましてご説明申し上げます。 

 決算書４１ページをお開き願います。 

 歳入決算額は５，５４１万７，８９８円となっており、決算書４３ページの歳出決

算額は４，９５６万７，１８８円で、歳入歳出差引額は５８５万７１０円となってお

ります。 

 次に、歳出からご説明申し上げますので、決算書４８ページをお開き願います。 

 第１款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費でございますが、予算現額１

３４万円に対し、支出済額は１２８万５，２４０円となっており、その主な内容とい

たしましては、医師等賠償責任及び傷害保険料、並びにレセプトコンピューター保守
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点検委託料でございます。 

 次に、第２目基金費では、１，０５１万７，０００円を財政調整基金に積み立てた

ものでございます。 

 次に、第２款衛生費、第１項保健衛生費、第１目急病センター費でございますが、

予算現額４，０９５万４，０００円に対し、支出済額は３，７７６万４，９４８円と

なっており、その主な内容といたしましては、急病センター運営経費として、第１節

報酬では、診療に従事する看護師及び医療事務員１２名分の報酬で、第１０節需用費

では、医薬品などの医療材料費などに１，０４３万９，８６８円を支出したもので。 

 次ページをお開き願い、第１２節委託料では、薬剤師及び医師に対する診療業務委

託などに２，１６０万２，６２０万円を支出したものでございます。 

 次に、第３款予備費につきましては、充用はございません。 

 以上が、歳出の主な内容でございます。 

 次に、歳入の主な内容につきましてご説明申し上げますので、決算書４４ページに

お戻り願います。 

 第１款診療収入、第１項診療収入、第１目診療報酬収入では、収入済額４，５３４

万５，５０９円で、受診者４，０２９人分の診療費として収入したものでございま

す。 

 次に、第２款分担金及び負担金、第１項分担金、第１目事務組合分担金では、収入

済額５２２万４，０００円で、構成市町より急病センター運営に係る地方交付税算入

分を受け入れたものでございます。 

 次に、第４款財産収入、第１項財産運用収入、第１目利子及び配当金では、収入済

額１８万５，３６７円で、財政調整基金の利子収入でございます。 

 次に、第６款繰越金、第１項繰越金、第１目繰越金は、令和５年度からの繰越金で

ございます。 

 次に、次ページをお開き願い、第９款県支出金、第１項県補助金、第１目衛生費県

補助金では、収入済額３万円で、医療機関等における物価高騰の影響を緩和するため

の支援金として受け入れたものでございます。 

 以上が、歳入の主な内容でございます。 

 次に、決算書５２ページをお開き願います。 

 実質収支に関する調書でございますが、歳入歳出差引額５８５万１，０００円で、

実質収支額も同額でございます。 

 次に、決算書５３ページをご覧願います。 

 財産に関する調書でございますが、１の物品につきましては、決算年度中の増減は

ございません。 

 次に、２の基金でございますが、令和７年３月３１日現在高は、１億３，７９３万
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５，０００円となっております。 

 以上で認定第１号及び認定第２号の各会計歳入歳出決算認定について説明を終わら

せていただきますが、何とぞ慎重ご審議の上、いずれも認定賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 上程議案に対する説明は終わりました。 

 これより上程議案に対する質疑に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

 はい、５番……。 

 

○５番（三木浩一議員） 

 歳入のほうの、揖龍保健衛生施設事務組合のほうの歳入のほうで、決算書１７ペー

ジの循環型社会形成推進交付金、これ分担金のほうですけれども、これの増減という

か、変更とか、いつまでとか、そういう決まりいうか、それはあるんですか。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 はい、事務局長。 

 

○事務局長（神尾俊輝君） 

 この交付金につきましては、新しく建てる施設の完成年度までは交付金があるとい

う形で、今は予定を出させてもらっております。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 はい、５番三木浩一議員。 

 

○事務局長（神尾俊輝君） 

 増減とおっしゃるのは、事業費に対する増減ということで、よろしいでしょうか。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 はい、三木浩一議員。 

 

○５番（三木浩一議員） 

 いや、毎年同じ額でずっと来るのか、それとも年度によって、多少差があるのか。 
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○議長（楠 明廣議員） 

 はい、事務局長。 

 

○事務局長（神尾俊輝君） 

 年度ごとに交付金の額は、増減、前後していきます。 

 ていうのが、実際に令和６年度の決算書で申し上げますと、新しく建てるための、

今回、令和６年度に施設の計画支援事業だとか、その事業費、それと新しく建てる施

設のプラント工事で使う金額に応じて、その年度その年度に、交付金としては３分の

１、もしくは２分の１という形で交付額のほうを申請していきますので、その決算年

度中に使った額によって、交付金の額も増減していくというような形になっておりま

す。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 はい、他にございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 他に発言がないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご発言がないので、討論を終結し、直ちに表決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 上程中の認定第１号及び認定第２号は原案のとおり認定することに決して、ご異議

ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第１号及び認定第２号は原案のとおり可決されました。 
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～日程第５ 一般質問～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 次に、日程第５、一般質問でございますが、通告がございませんので、議事を省略

いたします。 

 以上で今期定例会に付議されました議案は、全て議了いたしました。 

 

 

閉 会 宣 告 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 これをもって、令和７年第３回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会を閉会いたし

ます。 

 

 

閉 会 挨 拶 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 議員各位におかれましては、工事請負変更契約及び令和６年度各会計決算認定の重

要案件を終始熱心かつ慎重にご審議賜り、それぞれ適切、妥当なる決定を賜りまし

た。 

 また、議事運営につきましても、格別のご協力によりまして、ここに閉会の運びと

なりましたことを心より厚く御礼を申し上げます。 

 理事者各位におかれましては、今後とも円滑な組合運営ができますよう、一層のご

尽力を賜りますよう願うものでございます。 

 最後になりましたが、議員各位におかれましては、季節柄、健康に十分ご留意賜

り、なお一層の尽力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会のご挨拶といたしま

す。 

 はい、管理者。 

 

○管理者（山本 実君） 

 令和７年第３回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会の閉会に当たり、一言、お礼
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のご挨拶を申し上げます。 

 今期定例会では、工事請負変更契約及び令和６年度の各会計決算認定の案件につき

まして、原案のとおり可決いただきましたことに対しまして、心から厚く御礼を申し

上げます。 

 当組合といたしましては、新ごみ処理施設の完成に向けて、用地の造成工事を順調

に進め、工期内での完成を目指してまいる所存でございますので、議員各位におかれ

ましては、今後とも格別のご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上

げます。 

 終わりに当たり、議員各位のますますのご健勝とご活躍をご祈念申し上げ、閉会の

挨拶とさせていただきます。 

 本日は、誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

閉会 午後２時２０分 
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